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二重県指令県土第 12-78号

鈴鹿市神戸一丁目18番 18号

鈴鹿市 鈴鹿市長 末松 則子  様

令和 3年 6月 21日付けで申請のあった公園施設の設置等については、都市公園法 (昭

和 31年法律第79号)第 5条及び第 8条の規定により、以下のとおり許可します。

令和 3年 6月 29日

二 重 県知事 鈴  木  英

設置する公園施設 サッカー専用スタジアム及び多目的グラウン

施設の設置場所  鈴鹿市住吉町字中大谷 6744番地 1

県営都市公園鈴鹿青少年の森内

設置・管理の期間 令和 3年 8月 1日 から令和 13年 7月 31日 まで

許可の条件 別記のとおり
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別記

(1)使用料は、二重県都市公園条例 (昭和 47年二重県条例第 33号)第 10条第 2項の

規定に基づき免除 します。

(2)設置等に必要な経費は、許可を受けた者が負担してください。

(3)許可を受けた者が公園施設の設置等を行う方法は申請のとおりとします。

ただし、工事施工時には、公園利用者に事前に周知するとともに、利用者に対する安全   ・

対策を講じてください。                               ヽ

また、周辺住民や関係者等への説明や調整について、許可を受けた者が責任をもつて実

施してください。

(4)許可を受けた者は、設置する公園施設の区域内において事故等が発生したときは、直 v‐

ちに鈴鹿建設事務所長 (以下、所長という。)に届け出るとともに、自らの責任において

解決することとし、その結果を遅滞なく所長に報告してください。

(5)許可を受けた者の責めにより公園施設を荒廃させ、又は毀損したときは、直ちに長に

届け出るとともに、その指示に従つて自己の費用をもつて原状に復してください。

(6)許可を受けた者は設置等の期間が満了したとき、許可日を基準として設置等物件を原

状回復してください。ただし、設置等の期間を更新する場合を除きます。

(7)許可を行う区域内において支障となる公園施設のうち、公園管理者が求めるものにつ

いては、都市公園法等の規定に基づき許可を受けた者の責により復旧を行つてください。

「
■

(8)許可を行う区域内の共用部分 (園路、広場および駐車場等)については、別添資料「県
V_

営都市公園鈴鹿青少年の森指定管理者業務仕様書」を参考として良好な管理水準を保ち、

一般公園利用者に開放してください。

(9)植樹された樹木の撤去を行う場合は、公園内への移植に努めてください。

(10)施設周囲への植栽を行い、公園内の景観の調和を図つてください。

(11)自 然環境との調和を図り、生育する希少野生動植物の保全に努めてください。

(12)以上のほか、都市公園法及び二重県都市公園条例その他関係法令の諸規定を遵守し

てください。


